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監査の結果及び意見

（Pは令和６年度包括外部監査結果報告書のページ）
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１　みやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業
（１）事業効果の設定
について
【意見】

【問題点・原因】
　県は設定された事業効果であるＣＯ２削減効果
の最大化のみならず、中小事業者への支援等の側
面を考慮して予算配分等の意思決定を行っている
が、このような側面は事業効果として設定ないし
定量化されていないため、事業全体での予算配分
に関する客観性の確保が困難となっている。
【結果（指摘、意見）】
　意思決定の際に考慮している左記のような側面
は、可能な限り事業効果として設定ないし定量化
し、事後的な評価を通じた予算配分の最適化が可
能となるよう努める。
 具体的には、中小事業者にも幅広く補助金を交付
する可能性も考慮し、中小企業による実行の対象
となりやすいメニューの採択率ないし採択数を予
算配分の際に考慮する指標とすること等が考えら
れる。
(P49)

　県としては、機器の更新や断熱改修等による
徹底した省エネを進めるとともに、再エネ導入
についても推進することとしており、次年度に
おける各補助事業の予算調整に当たっては、過
年度における各事業の採択率や採択数も考慮し
た上で、適切なバランスとなるよう努めてい
る。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１　みやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業
（２）チェックリスト
の項目見直しについて
【意見】

【問題点・原因】
　申請者の利用するチェックリストの項目のう
ち、補助金振込先金融機関に関連する資料の項目
が実態にそぐわないことから、当該項目が空欄と
なったまま手続が進められているケースが複数確
認されており、提出書類の不足を見逃すことに繋
がるおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　適時にチェックリストの項目の見直しを検討す
る。
(P50)

　チェックリストを含め、申請書や各種様式に
ついては、修正や改善の余地の有無について毎
年度検討をしているところであり、引き続き、
事業者の実態等を踏まえて対応していく。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１　みやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業
（３）誓約書・自認書
における押印について
【意見】

【問題点・原因】
　本事業では、県民の利便性向上を目的の一つと
して、令和５年度から、他の手続に比してより厳
格な確認が必要とされる誓約書や自認書といった
文書への押印が不要とされている。
　環境政策課は当該方針の採用に合わせ、誓約書
や自認書の様式を一部変更しているが、その他の
手段による明文化が行われていない。
　このため、本事業において申請者から書面で提
出される誓約書や自認書には、申請者による押印
がなされているものが混在しており、押印廃止の
目的が十分に達成されていないおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　県民の利便性向上という押印廃止の目的が十分
に達成されるよう、事業に関するＱ＆Ａ等におい
て、押印は省略可能であることについての明文
化・周知を行う。
(P51)

　「申請の手引き」などの説明資料において、
申請書への押印が省略可能である旨を明示する
こととした。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１　みやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業
（４）経過報告業務の
有効性について
【意見】

【問題点・原因】
　申請者は事業実施後の状況確認、事業効果の継
続的把握を目的として、事業実施後翌々年度の４
月末まで事業経過報告書の提出による経過報告が
求められている。
　この点、各種事業者の情報を集約した一覧表の
作成等は行われているものの、集約した情報から
示唆を得るために必要となる、分析結果の文書化
等は行われていないことから、当該経過報告が今
後の施策に活かすための広範な視点での検討、議
論に繋がっていないおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　業務の有効性を高めるため、広範な視野での分
析、議論を行い、これらの業務から得られた知見
を文書化して共有可能にすることで、検証結果を
より一層今後の施策に活かしていく。
(P51)

　事業経過報告書によって得られる情報は、補
助事業を行った事業者における設備利用率や二
酸化炭素排出削減量等の個別の一次情報であ
り、集約した情報のみからは広範な視点の検討
のための分析を行うことは難しいが、報告に
よって把握できる事業全体での二酸化炭素排出
削減量等は、再エネ導入量などの他の情報と併
せて分析等を行うことで、施策の方向性を検討
するに当たり有益な情報として活用している。

令和６年度包括外部監査結果・意見等に対する是正措置

（措置済のもの）【監査委員通知・県公報登載】

番号 項目 措置の内容



監査の結果及び意見

（Pは令和６年度包括外部監査結果報告書のページ）
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１　みやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業
（５）高効率設備等導
入事業について①
【指摘】

【問題点・原因】
　高効率設備等の導入にかかるみやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業実績報告書が、交付要綱の定め
る提出期限である事業完了後一月を超過して提出
されている事例が確認されるものの、この点につ
いて特段の文書化がなされないまま承認がなされ
ている。したがって、承認プロセスの合規性に関
する事後的な検証が困難となり、承認プロセス、
ひいては交付要綱の形骸化を招くおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　交付金制度の透明性と公平性を維持するため、
遅延理由等の検証や承認過程について、適切な文
書化を行う。
　また、このような提出期限の遅延が生じた場合
であっても、業務への支障を抑えつつ各種手続の
実効性を確保できるよう、提出期限の遅延が生じ
た際に必要となる手続を、予め文書等で明確化す
る。
(P53)

　補助事業者からの必要書類の提出が遅延した
場合は、遅延理由や受理・承認に至る判断過程
の適切な記録、保存を徹底することとした。な
お、実績報告書は期限内の提出が原則であり、
遅延を想定した手続きを公表することは適切で
はないことから、引き続き、期限内の書類提
出・手続きの徹底について周知していく。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１　みやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業
（６）高効率設備等導
入事業について②
【指摘】

【問題点・原因】
　補助金交付申請書の添付書類の記載に漏れがあ
るにもかかわらず、補助金交付申請書が通常と同
様に承認されている事例が確認される。追加の確
認作業や訂正を求める措置が取られない場合、不
正確な情報に基づく承認行為を招き、結果として
交付金の適正な交付が妨げられるおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　不備を解消したうえで改めて申請書の承認を行
う。仮に不備の内容が軽微なために差し戻しを行
わない場合であっても、当該不備が生じた理由に
ついて申請事業者への確認等を行い、正確な情報
を文書化したうえで承認を行う。
(P53)

　申請書類に不備が認められる場合は、申請者
に対して訂正・再提出を求める運用を原則とし
ているが、軽微な誤記等であり差し戻しを行わ
ない事案については、不備が生じた理由等を記
録し、確認結果を申請書等に明記することで、
申請に係る承認行為の適正性を確保する。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１　みやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業
（７）高効率設備等導
入事業について③
【意見】

【問題点・原因】
　交付要綱に則り、補助金交付申請書の添付書類
として、相見積もりの証跡である２社の見積書が
提出されているが、地理的な近接、見積書の様式
の類似性、見積日付の一致等、適切に取得された
相見積もりではない可能性を示唆する要素が存在
する。
　しかしながら、追加の確認等がなされないま
ま、補助金交付申請書への承認がなされており、
適切な相見積もりが行われていない場合は、正当
な取引価格を超過する交付金が交付され、県の予
算の適切な執行を害するおそれがある。
　なお、本外部監査の過程で県による追加の検証
手続が行われた結果、２社の間に密接な関係は識
別されていないことから、これらの事項は補助金
交付の正当性を損なうものではない。
【結果（指摘、意見）】
　適切に取得された相見積もりではない可能性を
示唆する要素がないかという観点で批判的な検証
を行い、仮にそのような要素が検出された場合
は、供給業者の選定過程の確認等の追加的な検証
手続を行うことで、交付金の使途の透明性の確保
に努める。
(P54)

　補助事業者から提出される見積書について
は、その取得経緯や金額の差異等を複数の職員
で確認し、不自然な共通点等が認められる場合
には、必要に応じて見積依頼の方法等について
確認を求めることとした。



監査の結果及び意見

（Pは令和６年度包括外部監査結果報告書のページ）
番号 項目 措置の内容
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１　みやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業
（８）再生可能エネル
ギー等設備導入事業に
ついて①
【意見】

【問題点・原因】
　申請者からの提出が必要となるチェックシート
において、申請者によるチェック証跡のない項目
が複数存在しており、チェック証跡がないことに
ついて、県がその正当性を確認した証跡もないこ
とから、申請時の資料提出に漏れが生じるおそれ
や、県側での確認状況を事後的に確かめることが
できないおそれ、ひいては資料提出及び確認作業
の透明性・有効性が低下するおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　仮に該当がない項目であっても、斜線を引く等
の方法でその旨を明記する。また、チェック証跡
の記載者を明確にするため、申請事業者と県の担
当者がそれぞれチェック証跡を記載できるよう、
現在単一で設けられているチェックリストの
チェック欄を複数とする、県が確認証跡の記載に
用いる用具や色、記載方法を統一するなどの対応
を行う。
(P54)

　該当がない項目は斜線等で明確に「未該当」
を示す方法を標準化することとした。また、県
としてのチェックは欄外に記載するなど、事後
においても県の確認証跡を確認できるよう措置
している。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１　みやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業
（９）再生可能エネル
ギー等設備導入事業に
ついて②
【意見】

【問題点・原因】
　補助金の確定に際して県が作成する補助事業履
行確認調査復命書において、鉛筆書きで修正又は
加筆した箇所が数箇所存在するが、修正者、修正
日及び訂正印が残されていないことから、手続の
透明性・正当性が損なわれる可能性がある。
【結果（指摘、意見）】
　修正履歴を適切に把握、管理できるよう、訂正
印を残す等の対応を行う。
(P55)

　補助事業履行確認調査復命書の記載内容を修
正するに当たっては、修正日の記載や訂正印を
残す等の対応を行っている。また、電子決裁シ
ステムにおいては、修正者や修正ファイルが履
歴として残ることとなっている。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１　みやぎ二酸化炭素
排出削減支援事業
（１０）研究開発等事
業について
【意見】

【問題点・原因】
　県が事業の実施結果の妥当性を確認する際に行
う、経費区分別の予実分析において、分析フォー
マット上の「乖離が過大（２０％超）な理由」と
いう記載項目への該当事由があるにもかかわら
ず、理由の記載がなされていない。この点、記載
を不要と判断した根拠は存在するものの、根拠の
文書化もなされていない。担当者の判断の根拠が
適切に文書化されておらず、他の者による客観的
な検証が困難になっているため、確認作業の形骸
化をもたらすおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　フォーマットに沿って明確に記載を行う、仮に
重要性が乏しいと判断された場合であっても、そ
の根拠を適切に文書化する。また、重要性の判断
が担当者による恣意的なものとならないよう、例
えば金額的な閾値を定めるといった対応を行うこ
とが考えられる。
(P55)

　予実乖離が20％を超える場合は、金額の多寡
に関わらずその理由を分析フォーマットに明記
し、空欄とならないよう複数の職員で確認する
ことを徹底している。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
２　２０５０ゼロカー
ボン推進事業
（１）令和４年度新み
やぎグリーン戦略プラ
ンにおける事業効果
（計画値）の誤りにつ
いて
【指摘】

【問題点・原因】
　令和４年度新みやぎグリーン戦略プランにおけ
る事業効果（計画値）は１６，２９７ｔ－ＣＯ２
となっているが、この数値には誤りがあり、正確
には４６３ｔ－ＣＯ２である。令和4年度の計画値
は他の年度や実績と比較しても異常の水準である
ため、分析により計算誤りを異常値として識別す
ることは容易であり、当該誤りがこれまで認識さ
れていなかった事実は、県による事業効果の検
証、ひいては財源の活用の有効性にも懸念を生じ
させるおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　時系列での推移や、計画と実績の乖離状況を分
析、検証することで、成果を評価するのみなら
ず、事業上の課題を特定し、今後の施策の改善に
活かしていく。
(P58)

　時系列での分析と検証については、環境税充
当事業の予算要求の際に過年度の要求額、事業
効果を記載する様式を使用しており、ヒアリン
グを通じて事業の効果や要求額の妥当性につい
て確認を行った上で、査定を行っている。



監査の結果及び意見

（Pは令和６年度包括外部監査結果報告書のページ）
番号 項目 措置の内容
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第３. 外部監査の結果
及び意見
３　スマートエネル
ギー住宅普及促進事業
（１）１者応募につい
て
【意見】

【問題点・原因】
　公募により事業者を募集しているところ、依然
として１者応募の状況が平成３０年から継続して
いる。
【結果（指摘、意見）】
　複数の事業者を比較検討し、自治体にとって最
適な選択が可能となるよう、補助対象者要件を満
たすと考えられる事業者や関連団体に対し本事業
の周知を図る等、より競争を促すことを検討・実
施するべきである。
(P61)

　公募を行うに当たっては、県ＨＰでの公募要
領掲載に加え、県内の指定確認検査機関に対し
ても事業公募を周知することとした。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
４　温暖化防止間伐推
進事業
（１）事業効果につい
て①
【意見】

【問題点・原因】
　事業効果であるＣＯ２削減効果について、計画
値は単年度の削減効果、実績値は累積削減効果で
公表されており、比較可能性が損なわれている。
県は累計削減効果の計算式を公表しておらず、現
状の県の計画値及び実績値の公表方法では、県民
が事業の進捗状況の良否を判断することが困難で
ある。
【結果（指摘、意見）】
　事業効果を県民が適切に理解できるよう、事業
効果は計画、実績ともに同じ計算方法で算出した
値を用いる。
(P63)

　環境生活部環境政策課が作成・公表している
県ホームページ『「みやぎ環境税」を活用した
取組』において、令和7年度に実施する事業一覧
からは、事業効果の欄にCO2削減量の単年度効果
及び累積効果を併記するよう改善された。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-
s/kankyouzei4.html
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第３. 外部監査の結果
及び意見
４　温暖化防止間伐推
進事業
（２）事業効果につい
て②
【意見】

【問題点・原因】
　ＣＯ２削減効果の単年度の実績は計画値を大き
く下回っているが、この点は原因を含め公表され
ておらず、県民の理解に資する開示がなされてい
ない。
【結果（指摘、意見）】
　計画値と実績値の乖離が大きい場合には、県民
の理解に資するように、その原因について開示を
行う。原因分析をもとに次回の事業選定に繋げる
など、効果的な予算の使い方についても検討を行
う。
(P63)

　ＣＯ２削減効果の単年度実績は、当該年度に
本事業で実施した間伐・除伐面積に左右される
が、本県の人工林は収穫可能な林分が全体の約
９０％を占めており、主伐が増加する一方で間
伐は減少傾向にある。
　そのため、本事業については計画値と実績値
の乖離が大きくなっていることから、令和６年
度事業からは、前年度以前の実績値を元に実施
可能な予算規模とした。
（参考　R5当初：76,500千円、R6当初：65,126
千円、R7当初：70,131千円）

15

第３. 外部監査の結果
及び意見
４　温暖化防止間伐推
進事業
（３）確認調査につい
て①
【意見】

【問題点・原因】
　現地調査に際して、県は温暖化防止森林づくり
推進事業確認調査要領に基づき、３．０ｈａ未満
の植栽施行地とその他の施行地は施行地数が１
０％以上となるように任意で確認対象を選定して
いる。実施した面積をもとに補助金額が確定する
という制度であり、面積の確認を目的とする現地
調査は重要であるにもかかわらず、現地調査の選
定先の決定方法には基準がなく、恣意性が入る余
地がある。
【結果（指摘、意見）】
　現地調査の選定方法について、県としての方針
（選定対象とすべき視点）を示す等の、恣意性が
排除できる方法を検討する。
(P65)

　森林育成事業完了検査実施要領に準じて無作
為に現地調査箇所を抽出するよう、温暖化防止
森林づくり推進事業確認調査要領を改正した
（令和８年４月１日施行）。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
４　温暖化防止間伐推
進事業
（４）確認調査につい
て②
【意見】

【問題点・原因】
　温暖化防止森林づくり推進事業確認調査要領に
基づき、ＧＩＳデータ、野帳、整備された写真等
により施行内容が確認できるものについては、現
地調査を省略することが可能となっているが、現
状では、ＧＩＳデータ等の作成が難しい事業者が
一定程度存在するため、効率化への寄与は限定的
となっている。
【結果（指摘、意見）】
　人材育成支援等を通じて、作業者によるＧＩＳ
データ等の作成を普及することが望ましい。
(P65)

　宮城県林業技術総合センターを拠点とする
「みやぎ森林・林業未来創造カレッジ」におい
て、スマート林業推進のための各種講座を開催
し、ドローン、ＧＮＳＳ、地上レーザーやＧＩ
Ｓ等、デジタル技術を活用できる人材の育成を
推進している。

【参考：カレッジ研修コース一覧】
https://miyagi-morimirai.jp/course



監査の結果及び意見

（Pは令和６年度包括外部監査結果報告書のページ）
番号 項目 措置の内容
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第３. 外部監査の結果
及び意見
５　チャレンジ！みや
ぎ５００万本造林事業
（１）低コスト再造林
の実践提案を行う事業
体に対する補助の事業
効果について
【意見】

【問題点・原因】
　補助の条件には、事業実施後３年間にわたり低
コスト造林の実施効果及び活着状況等について報
告を行うことが定められているが、提出期限が設
定されていない。そのため、県は報告を提出する
ように求めているが、提出状況は芳しくない。
【結果（指摘、意見）】
　報告の期限を設定し、報告を適切な時期に入手
することが望ましい。
(P68)

　意見を踏まえ、令和7年2月27日付森整号外で
令和7年3月31日までに報告書を提出するよう通
知文書を発出し、令和6年度以前の事業実施効果
については、全ての事業体が報告書を提出済み
である。また、令和7年度の事業実施効果等に関
する報告期限を令和8年3月31日までと設定し、
その旨を令和7年4月18日の森林整備業務担当者
会議で各地方機関へ周知した。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
５　チャレンジ！みや
ぎ５００万本造林事業
（２）確認調査につい
て①
【意見】

【問題点・原因】
　現地調査に際して、県は温暖化防止森林づくり
推進事業確認調査要領に基づき、３．０ｈａ未満
の植栽施行地とその他の施行地は施行地数が１
０％以上となるように任意で確認対象を選定して
いる。実施した面積をもとに補助金額が確定する
という制度であり、面積の確認を目的とする現地
調査は重要であるにもかかわらず、現地調査の選
定先の決定方法には基準がなく、恣意性が入る余
地がある。
【結果（指摘、意見）】
　現地調査の選定方法について、県としての方針
（選定対象とすべき視点）を示す等の、恣意性が
排除できる方法を検討する。
(P68)

　森林育成事業完了検査実施要領に準じて無作
為に現地調査箇所を抽出するよう、温暖化防止
森林づくり推進事業確認調査要領を改正した
（令和８年４月１日施行）。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
５　チャレンジ！みや
ぎ５００万本造林事業
（３）確認調査につい
て②
【意見】

【問題点・原因】
　温暖化防止森林づくり推進事業確認調査要領に
基づき、ＧＩＳデータ、野帳、整備された写真等
により施行内容が確認できるものについては、現
地調査を省略することが可能となっているが、現
状では、ＧＩＳデータ等の作成が難しい事業者が
一定程度存在するため、効率化への寄与は限定的
となっている。
【結果（指摘、意見）】
　人材育成支援等を通じて、作業者によるＧＩＳ
データ等の作成を普及することが望ましい。
(P68)

　宮城県林業技術総合センターを拠点とする
「みやぎ森林・林業未来創造カレッジ」におい
て、スマート林業推進のための各種講座を開催
し、ドローン、ＧＮＳＳ、地上レーザーやＧＩ
Ｓ等、デジタル技術を活用できる人材の育成を
推進している。

【参考：カレッジ研修コース一覧】
https://miyagi-morimirai.jp/course
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第３. 外部監査の結果
及び意見
６　マツ林景観保全事
業
（１）事業効果につい
て
【意見】

【問題点・原因】
　事業効果であるＣＯ２削減効果について、計画
値は単年度の削減効果、実績値は累積削減効果で
公表されており、比較可能性が損なわれている。
県は累計削減効果の計算式を公表しておらず、現
状の県の計画値及び実績値の公表方法では、県民
が事業の進捗状況の良否を判断することが困難で
ある。
【結果（指摘、意見）】
　事業効果を県民が適切に理解できるよう、事業
効果は計画、実績ともに同じ計算方法で算出した
値を用いる。
(P71)

　環境生活部環境政策課が作成・公表している
県ホームページ『「みやぎ環境税」を活用した
取組』において、令和7年度に実施する事業一覧
からは、事業効果の欄にCO2削減量の単年度効果
及び累積効果を併記するよう改善された。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-
s/kankyouzei4.html
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第３. 外部監査の結果
及び意見
６　マツ林景観保全事
業
（２）確認調査につい
て
【意見】

【問題点・原因】
　温暖化防止森林づくり推進事業確認調査要領に
基づき、ＧＩＳデータ、野帳、整備された写真等
により施行内容が確認できるものについては、現
地調査を省略することが可能となっているが、現
状では、ＧＩＳデータ等の作成が難しい事業者が
一定程度存在するため、効率化への寄与は限定的
となっている。
【結果（指摘、意見）】
　人材育成支援等を通じて、作業者によるＧＩＳ
データ等の作成を普及することが望ましい。
(P71)

　宮城県林業技術総合センターを拠点とする
「みやぎ森林・林業未来創造カレッジ」におい
て、スマート林業推進のための各種講座を開催
し、ドローン、ＧＮＳＳ、地上レーザーやＧＩ
Ｓ等、デジタル技術を活用できる人材の育成を
推進している。

【参考：カレッジ研修コース一覧】
https://miyagi-morimirai.jp/course



監査の結果及び意見

（Pは令和６年度包括外部監査結果報告書のページ）
番号 項目 措置の内容
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第３. 外部監査の結果
及び意見
７　ナラ林等保全対策
事業
（１）確認調査につい
て①
【意見】

【問題点・原因】
　現地調査に際して、県は温暖化防止森林づくり
推進事業確認調査要領に基づき、３．０ｈａ未満
の植栽施行地とその他の施行地は施行地数が１
０％以上となるように任意で確認対象を選定して
いる。実施した面積をもとに補助金額が確定する
という制度であり、面積の確認を目的とする現地
調査は重要であるにもかかわらず、現地調査の選
定先の決定方法には基準がなく、恣意性が入る余
地がある。
【結果（指摘、意見）】
　現地調査の選定方法について、県としての方針
（選定対象とすべき視点）を示す等の、恣意性が
排除できる方法を検討する。
(P73)

　森林育成事業完了検査実施要領に準じて無作
為に現地調査箇所を抽出するよう、温暖化防止
森林づくり推進事業確認調査要領を改正した
（令和８年４月１日施行）。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
７　ナラ林等保全対策
事業
（２）確認調査につい
て②
【意見】

【問題点・原因】
　温暖化防止森林づくり推進事業確認調査要領に
基づき、ＧＩＳデータ、野帳、整備された写真等
により施行内容が確認できるものについては、現
地調査を省略することが可能となっているが、現
状では、ＧＩＳデータ等の作成が難しい事業者が
一定程度存在するため、効率化への寄与は限定的
となっている。
【結果（指摘、意見）】
　人材育成支援や広報等を通じて、作業者による
ＧＩＳデータ等の作成を普及することが望まし
い。
(P73)

　宮城県林業技術総合センターを拠点とする
「みやぎ森林・林業未来創造カレッジ」におい
て、スマート林業推進のための各種講座を開催
し、ドローン、ＧＮＳＳ、地上レーザーやＧＩ
Ｓ等、デジタル技術を活用できる人材の育成を
推進している。

【参考：カレッジ研修コース一覧】
https://miyagi-morimirai.jp/course
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第３. 外部監査の結果
及び意見
８　県産材利用サステ
ナブル住宅普及促進事
業
（１）新築住宅支援に
ついて
【指摘】

【問題点・原因】
　申請者からの提出が遅れた申請書類について、
申請書類である「チェックリスト」及び審査資料
である「補助金交付申請書新築住宅支援審査用
チェックリスト」の提出済み欄へのチェックが漏
れている。本来であれば審査の時点で両者に
チェック証跡が記載されるべきであることから、
チェックリストを用いた、申請書類の網羅性に関
する確認作業が形骸化しているおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　書類の提出が遅れている申請を個別に管理し、
未了事項を把握できる状態にすることで、提出書
類の網羅性の確認を徹底する。
(P75)

　提出された書類は「不足書類依頼中」「１次
チェック終了」「２次チェック終了」と審査の
段階に応じて保管場所を分けて管理しており、
進捗段階を一目で判断できるようにしている。
また、相手方に確認している事項などがある場
合は付箋に内容を記入して申請書類に貼付し、
担当者間で共有している。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
８　県産材利用サステ
ナブル住宅普及促進事
業
（２）住宅リフォーム
支援について
【意見】

【問題点・原因】
　令和５年度においては、事業量として４０棟分
を予定していたところ、実際の申請数及び交付決
定数は５件にとどまり、事業効果の計画からの下
振れ要因となっている。背景としては、補助要件
の一つである県産材の利用量が立米単位のみで定
められていたため、床や壁等、平面のリフォーム
においては要件が充足されず、申請を見送るケー
スが多く生じたことが想定される。
【結果（指摘、意見）】
　相談会の開催等により、住宅リフォーム支援の
認知度向上に取り組むとともに、補助要件につい
て、申請に当たりボトルネックとなっている県産
材利用量の下限値等について効果が認められる範
囲にて継続的な見直しを行い、より支援制度が利
用されるような取組みを推進する。
(P76)

　令和５年度の状況を鑑み、令和６年度から
は、新たに平米要件及び平米当たりの単価を設
定し、平面のリフォームにおいても利用できる
ように改善を図った。その結果、令和６年度は
予定事業量８件に対し１１件の申請があった。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
９　みやぎＣＬＴ普及
促進事業
（１）ＣＬＴユニット
建築支援事業について
【意見】

【問題点・原因】
　本メニューは令和５年度において申請実績及び
交付実績がなく、事業効果の創出に繋がっていな
いことから、利用促進のための措置を講じていく
必要がある。
【結果（指摘、意見）】
　相談会の開催など、ＣＬＴユニット建築支援事
業の認知度向上に取り組むとともに、申請要件や
募集方法を見直し、実際に事業が利用されるよう
な取組みを推進する。
(P78)

　令和７年度事業の実施に当たっては、ＣＬＴ
に興味関心のある団体・企業等が参画する宮城
県CLT等普及推進協議会の総会の場において、出
席者に対し事業内容を紹介するとともに、欠席
者には個別にメールで周知を行った。また、こ
れまでの事例をまとめた冊子を作成し、県内各
所で配布し周知を行った。



監査の結果及び意見

（Pは令和６年度包括外部監査結果報告書のページ）
番号 項目 措置の内容
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１０　環境創造基金市
町村支援事業
（１）交付要綱別表と
Ｑ＆Ａの内容の相違に
ついて
【指摘】

【問題点・原因】
　「ＬＥＤ照明からＬＥＤ照明への更新、ＬＥＤ
照明（街路灯等を含む）の新設に係る経費」は、
交付要綱別表３にて交付対象外経費の例としてあ
げられている一方、みやぎ環境交付金事業Ｑ＆Ａ
では交付対象となり得ると記載されている。これ
はＱ＆Ａの改訂が遅れていることによるものであ
り、公表情報の正確性を損なうおそれや、申請誤
りを招くおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　要綱、Ｑ＆Ａ等の一貫性確保のため、関係個所
を同時に改訂、公表するための情報更新のプロセ
スを整備する。
(P80)

　要綱とQ&Aの相違については、令和６年度中に
Q&Aを更新し、整合を図った。
　令和７年度の要綱改訂に当たって、Q&Aも見直
しを行い改訂版を同時に公開するよう努める。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１０　環境創造基金市
町村支援事業
（２）仙台市のアク
ションプログラム推進
事業及び省エネ家電買
い替えキャンペーン事
業（メニュー選択型）
について
【意見】

【問題点・原因】
　アクションプログラム推進事業は、次世代自動
車を導入する中小企業者に対し補助を行う事業で
あり、事業費や次世代自動車の導入実績は計画比
で１０～２０％ほどの微増の推移となっている
が、ＣＯ２削減効果は計画比で約３倍となってい
る。
　同様に、省エネ家電買い替えキャンペーン事業
においても、事業費が計画比で横ばいの推移とな
る一方で、ＣＯ２削減効果は計画比で約３倍と
なっている。
　しかしながら、これらの著しい増加の背景につ
いて、県による検討、確認はなされていない。
【結果（指摘、意見）】
　ＣＯ２削減効果が計画対実績で大きく増加して
いる場合は、より高い事業効果を得られた背景を
確認し、今後の施策に活かせるよう、変動理由に
ついて適切な検証を行う。
(P81)

　令和５年度に実施した交付要綱（令和６年度
事業より適用）の改正に伴い、確認調査の
チェック項目に事業実績への記載事項を確認す
る項目を設定している（実績や成果が適切に記
載されているか、計画と内容が異なる場合にそ
の理由が記載されているか）。
　確認調査を担当する保健所と事例を共有し、
遺漏の無いように努める。
　高い事業効果をあげることができた事業につ
いては、市町村担当者説明会の場等で事例紹介
をする等、事例の横展開を図る。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１０　環境創造基金市
町村支援事業
（３）石巻市の公用車
へのＰＨＥＶ導入事業
（メニュー選択型）に
ついて
【指摘】

【問題点・原因】
　本事業は、ガソリン車をＰＨＶ車へ置き換える
ことを目的とした事業であるが、市の算定したＣ
Ｏ２削減効果は、置き換え前のガソリン車の二酸
化炭素排出量のみに基づき計算されている。この
場合、置き換え後のＰＨＶ車からの二酸化炭素排
出量がゼロであることが前提となるが、この点に
ついて何らの説明、検討がなされていない。
【結果（指摘、意見）】
　ＣＯ２削減効果の算定方法が実態と整合してい
るか、算定方法の前提が適切か、といった点につ
いて、適切な検証を行い、交付の決定に利用する
情報の正確性を確認する。
(P81)

　令和５年度に実施した交付要綱（令和６年度
事業より適用）の改正に伴い、確認調査の
チェック項目に事業実績への記載事項を確認す
る項目を設定している（二酸化炭素削減量は適
切に計算されているか）。
　令和８年度の事業計画照会に併せて、実施の
多い事業（照明LED化、公用車へのEV・PHEV導
入）のCO2算定シートを作成し、市町村へ配布し
た。
　確認調査を担当する保健所と事例を共有し、
遺漏の無いように努める。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１０　環境創造基金市
町村支援事業
（４）石巻市の太陽光
発電等普及促進事業
（メニュー選択型）に
ついて
【指摘】

【問題点・原因】
　事業実施に際して市から提出された事業実施計
画書及び実績報告書において、それぞれＣＯ２削
減効果が記載されている一方、同事業実施計画書
及び実績報告書にて「算定根拠資料が別にある場
合は添付すること」とされているにもかかわら
ず、算定根拠資料の提出はなされておらず、未提
出の背景についても文書化されていない。
【結果（指摘、意見）】
　ＣＯ２削減効果が記載されている以上、算定根
拠資料が存在することは明らかであるため、根拠
資料について適切に徴求を行う。
(P82)

　確認調査のチェック項目に事業実績への記載
事項を確認する項目を設定しており、確認調査
実施者（保健所担当者）に対して、根拠資料の
徴求について対応の徹底に努める。
　令和８年度の事業計画照会において、算定根
拠資料の提出を必須として通知したとともに、
令和７年度末の交付要綱改正に併せて、実績報
告の提出資料に算定根拠資料を追加した。
　確認調査を担当する保健所と事例を共有し、
遺漏の無いように努める。



監査の結果及び意見

（Pは令和６年度包括外部監査結果報告書のページ）
番号 項目 措置の内容
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１０　環境創造基金市
町村支援事業
（５）登米市の公用車
ＰＨＶ導入事業（メ
ニュー選択型）につい
て①
【意見】

【問題点・原因】
　要綱等への抵触はないものの、購入するＰＨＶ
車が計画時点から変更され、よりハイブリッド燃
料消費率の低い車両が購入されている点につい
て、変更理由等の説明、検討がなされていない。
また、車両変更との因果関係は定かではないが、
ＣＯ２削減量は計画から約６０％減少している。
【結果（指摘、意見）】
　二酸化炭素削減量は燃料消費率のみで図られる
ものではないが、特にＣＯ２削減効果の実績が計
画を大きく下回っているような状況下では、車種
変更等、支出内容の変更理由の合理性について
も、適切な検証を行う。
(P82)

　令和５年度に実施した交付要綱（令和６年度
事業より適用）の改正に伴い、確認調査の
チェック項目に事業実績への記載事項を確認す
る項目を設定している（実績や成果が適切に記
載されているか、計画と内容が異なる場合にそ
の理由が記載されているか）。
　事業内容の変更があった場合には速やかに相
談、変更申請を行うよう、市町村担当者説明会
の場等で周知を徹底するとともに、確認調査を
担当する保健所と事例を共有し、遺漏の無いよ
うに努める。

32

第３. 外部監査の結果
及び意見
１０　環境創造基金市
町村支援事業
（６）登米市の公用車
ＰＨＶ導入事業（メ
ニュー選択型）につい
て②
【意見】

【問題点・原因】
　実績報告書上、ＣＯ２削減効果は様式に則り実
績値のみが記載されていることから、計画と実績
が比較できるような形での記載はなされておら
ず、上記ＣＯ２削減量の減少の背景についても検
討、確認がなされていない。
【結果（指摘、意見）】
　事業効果という重要な指標であることを考慮
し、計画値と実績値の比較が容易になるよう、両
者を併記する枠を設ける。
(P82)

　令和５年度改正交付要綱（令和６年度事業よ
り適用）において、両者を記載するよう様式を
変更している。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１０　環境創造基金市
町村支援事業
（７）村田町のソー
ラー照明及びＰＨＶ導
入を契機としたＣＯ２
削減と防犯・防災対応
能力向上事業（市町村
提案型）について①
【指摘】

【問題点・原因】
　交付要綱には、交付決定に係る年度の２月末ま
でに事業実績報告書を提出することが定められて
いるが、町は計画期間を２月末から３月末まで延
長する内容の計画変更承認申請書を３月２８日に
提出し、その後みやぎ環境交付金（メニュー選択
型）事業実績報告書の提出がなされていることか
ら、提出期限の遅延が認められる。当該遅延につ
いては両自治体の担当者間でコミュニケーション
が行われ、関係者への情報共有もなされていたこ
とから、計画変更及び事業実績報告書は通常と同
様に承認されているが、遅延の事実に関する県の
判断は文書化されていない。したがって、承認プ
ロセスの合規性に関する事後的な検証が困難とな
り、承認プロセス、ひいては交付要綱の形骸化を
招くおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　交付金制度の透明性と公平性を維持するため、
県は遅延理由等の検証や承認過程について、適切
な文書化を行う。また、このような提出期限の遅
延が生じた場合であっても、業務への支障を抑え
つつ各種手続の実効性を確保できるよう、提出期
限の遅延が生じた際に必要となる手続を、予め文
書等で明確化する。
(P83)

　Q&AのQ.12に完了予定日の延長について記載が
あり、このことについて市町村説明会などの場
で市町村及び保健所に対して周知徹底に努め
た。
　遅延に関する理由の検証や意思決定の過程に
関する記録について、決裁時に併せて回覧する
体制とする。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１０　環境創造基金市
町村支援事業
（８）村田町のソー
ラー照明及びＰＨＶ導
入を契機としたＣＯ２
削減と防犯・防災対応
能力向上事業（市町村
提案型）について②
【指摘】

【問題点・原因】
　交付金を財源として導入する設備の種類を変更
したケースがあり、みやぎ環境交付金事業Ｑ＆Ａ
に照らして事業計画の変更承認が必要となる状況
に該当するにもかかわらず、町及び県の担当者
は、費目間での流用が生じないことから、計画の
変更承認は不要と判断していた。このため、事業
計画の変更承認申請及び県による変更承認が行わ
れておらず、上記Ｑ＆Ａへの抵触が認められる。
【結果（指摘、意見）】
　関係者が変更承認の要否を適切に認識・判断で
きるよう、指導及び情報周知を強化し、規定に基
づいた手続を遵守する体制を整備する。
(P84)

　計画変更の承認手続きについては、交付要綱
及びQ&Aにより市町村に示しているが、このこと
について市町村説明会などの場で市町村及び保
健所に対して周知徹底に努めた。



監査の結果及び意見

（Pは令和６年度包括外部監査結果報告書のページ）
番号 項目 措置の内容
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１１　森林環境譲与税
に関する事業-みやぎ
環境税とのすみわけ-
（２）市町村での活用
状況について
【意見】

【問題点・原因】
　森林環境譲与税について、市町村別の活用率
（活用実績／国から市町村への譲与額）が低い市
町村が複数存在しており、本制度の目的を十分に
果たせていないおそれがある。
【結果（指摘、意見）】
　市町村の活用率にはばらつきがあるため、特に
活用率が非常に低い市町村に対し積極的な意見収
集を行い、必要な措置を県の事業として行う。ま
た森林が少なく、単独では事業を行うことが難し
い市町村に対しては、県全体での連携ができるよ
う働きかけを行う。
(P95)

　森林環境譲与税の活用率が低い市町村では人
材不足が課題となっており、県が市町村支援の
委託業務として設置している「県市町村森林経
営管理サポートセンター」のほか、各圏域の林
業普及指導員及び林業振興課担当職員等連携
し、市町村のニーズに寄り添う形で伴走支援を
行っており、当面単独で業務が行えるように支
援を続けている。
　なお、この施策以外での森林環境譲与税の活
用については、森林面積が少ない市町村の活用
率向上を図る必要もあるため、林野庁・総務省
から案内のあったポジティブリスト（通称）に
よる事例周知のほか、サポートセンター事業に
よる市町村職員の研修会（意見交換会）や各圏
域ごとの推進会議の開催などを通じて、市町村
への周知活用支援に取り組んでおり、今後も全
国の先進事例を紹介しながら、森林環境譲与税
が有効活用されるよう支援を進める。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１１　森林環境譲与税
に関する事業-みやぎ
環境税とのすみわけ-
（３）市町村での活用
状況一覧の公表につい
て
【意見】

【問題点・原因】
　森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律で
は、県は森林環境譲与税を、「同税を用いた市町
村による森林整備」の支援のために活用すること
とされているため、県による事業効果は、各市町
村における活用実績で図られるべきと考えられ
る。この点、各市町村における活用実績の情報
は、県により把握されているものの、一覧性のあ
る総合的な活用実績の情報は公開されておらず、
事業効果が県民へ適切に示されていないおそれが
ある。
【結果（指摘、意見）】
市町村の活用実績一覧を県の事業効果として開示
する。
(P96)

　県の使途公表と合わせ、市町村における使途
活用項目別の実績等についても、整理・集約を
進め、県民向けの事業効果開示を行った。
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第３. 外部監査の結果
及び意見
１１　森林環境譲与税
に関する事業-みやぎ
環境税とのすみわけ-
（４）県民への周知に
ついて
【意見】

【問題点・原因】
「森林環境譲与税」と「みやぎ環境税」の目的の
違い及び使途のすみわけについて、専門性が高い
ことにより県民に理解しづらいように見受けられ
る。県知事も令和６年６月３日の記者会見におい
て、すみわけを周知することの必要性に言及して
いたものの、みやぎ環境税に関する県のホーム
ページにおいて資料「「森林環境譲与税」と「み
やぎ環境税」の概要」にとどまっており、県民に
二重課税との懸念を払拭できていない可能性があ
る。
【結果（指摘、意見）】
　負担している県民の理解を促進するため、両税
の目的及び使途のすみわけについて、より平易な
表現で、継続的に行うことが望ましい。
(P97)

　両税のすみ分けについては、みやぎ環境税を
所管する環境政策課のホームページにおいて概
要が公開されているところだが、当課において
も、二重課税の懸念払拭に向けて、税の使途関
連のホームページを更新した。


